
（
3
）
委
員
会
別
の
成
立
し
た
法
律
・
条
約
等
の
要
旨
及
び
本
会
議
に
お
け
る
委
員
長
報
告
（
議
案
審
議
表
付
）

○
内
閣
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
六
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

　

9

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
八
一
一
、
一
一

　
　
五
八
、
一
一
、
一
七

受
　
　
　
　
領

五
八
、
一
一
、
二
四

五
八
、
一
一
、
二
七

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
二
八

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
一
六

五
八
一
一
、
一
七

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
一
七

可
　
　
決

１
０

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び

国
際
科
学
技
術
博
覧
会
政
府
代
表
の
設
置
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

一
一
、
一

一

　
　
　
一
一
、
一
七

受
　
　
　
領

一
一
、
二
四

　
　
一
一
、
二
七

可
　
　
決

　
　
一
一
、
二
八

可
　
　
決

一
一
、
一
六

　
　
一
一
、
一
七

可
　
　
決

　
　
一
一
、
一
七

可

　
　
決

１１

防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

一
一
、
一
一

　
　
　
一
一
、
一
七

受
　
　
　
領

一
一
、
二
四

　
　
一
一
、
二
七

可
　
　
決

　
　
一
一
、
二
八

可
　
　
決

一
一
、
一
六

　
　
一
一
、
一
七

可
　
　
決

　
　
一
一
、
一
七

可
　
　
決

第
九
十
八
回

国
　
　
会

　
　
2
0

防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

五
八
、
二
、
八

　
　

五
八
、
一
一
、
一
七

受
　
　
　
領

五
八
、
一
一
、
二
四

五
八
、
一
一
、
二
六

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
二
八

可
　
　
決

五
八
、
九
、
八

五
八
、
一
〇
、
一
一

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
一
七

可
　
　
決

第
九
十
八
回

国
　
　
会

　
　
2
1

防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

二
、
八

　
　
　
一
一
、
一
七

受
　
　
　
領

一
一
、
二
四

　
　
一
一
、
二
六

可
　
　
決

　
　
一
一
二
八

可
　
　
決

九
、
八

　
　
一
〇
、
一
一

可
　
　
決

　
　
一
一
、
一
七

可
　
　
決



番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

第
九
十
八
回

国
　
　
会

　
　
5
3

国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る

共
済
組
合
制
度
の
統
合
等
を
図
る
た
め
の
国

家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

右
に
よ
り
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
」
の

題
名
を
「
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
」
に
、

「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に

関
す
る
施
行
法
」
の
題
名
を
「
国
家
公
務

員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る

施
行
法
」
に
、
「
昭
和
四
十
二
年
度
以
後

に
お
け
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
等
か
ら

の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
」
の

題
名
を
「
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け

る
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
等
か
ら
の
年

金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
」
に
改
正

五
八
、
三
、
三
一

　
　
五
八
、
一
〇
、
六

受
　
　
　
領

五
八
、
一
〇
、
七

五
八
、
一
一
、
二
五

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
二
八

可
　
　
決

五
八
、
九
、
八

大
　
　
蔵

五
八
、
一
〇
、
、
五

可
　
　
決

五
八
、
一
〇
、
六

可
　
　
決

　
五
八
、
一
〇
、
七

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
一
一
、
一
一
　
内
閣
提
出

一
一
、
一
七
　
衆
可
決

一
一
、
二
八
　
参
可
決

要
旨

本
案
は
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
五
日
付
け
の
人
事
院
の
一
般
職
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
勧
告
に
か
ん
が
み
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
俸
給
表
の
改
定

全
俸
給
表
の
全
俸
給
月
額
を
平
均
二
・
〇
％
、
四
千
三
百
二
十

五
円
引
き
上
げ
る
こ
と
。

二
、
諸
手
当
の
改
定

１
　
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
医
療
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を

受
け
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
対
す
る
支
給
月
額
の
限
度
額
を



二
十
万
九
千
五
百
円
（
現
行
二
十
万
五
千
円
）
に
引
き
上
げ
る

と
と
も
に
、
医
療
職
俸
給
表
（
一
）
以
外
の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
う
ち
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専

門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
に
対
す
る
支
給

月
額
の
限
度
額
を
四
万
百
円
（
現
行
三
万
九
千
五
百
円
）
に
引

き
上
げ
る
こ
と
。

２
　
扶
養
手
当
に
つ
い
て
、
配
偶
者
に
係
る
支
給
月
額
を
一
万
二

千
三
百
円
（
現
行
一
万
二
千
円
）
に
、
配
偶
者
以
外
の
扶
養
親

族
に
係
る
支
給
月
額
を
二
人
ま
で
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
三
千

八
百
円
（
現
行
三
千
五
百
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
職
員
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

う
ち
一
人
に
つ
い
て
は
八
千
三
百
円
（
現
行
八
千
円
）
に
引
き

上
げ
る
こ
と
。

３
　
住
居
手
当
に
つ
い
て
、
家
賃
の
月
額
が
一
万
六
千
五
百
円
を

　
超
え
る
と
き
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
二
分
の
一
加
算

　
の
限
度
額
を
月
額
六
千
八
百
円
（
現
行
六
千
五
百
円
）
に
引
き

　
上
げ
る
こ
と
。

４
　
通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
通
勤
す
る

　
職
員
に
対
す
る
運
賃
等
相
当
額
の
全
額
支
給
の
限
度
額
を
月
額

　
一
万
七
千
六
百
円
（
現
行
一
万
七
千
円
）
に
、
運
賃
等
相
当
額

が
全
額
支
給
の
限
度
額
を
超
え
る
と
き
に
加
算
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
二
分
の
一
加
算
の
限
度
額
を
月
額
二
千
八
百
円
（
現

行
二
千
五
百
円
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
自
転
車
等
を
使
用
し
て
通
勤
す
る
職
員
の
う
ち
、
自
転
車
等

の
使
用
距
離
が
片
道
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

未
満
で
あ
る
者
に
対
す
る
支
給
月
額
を
二
千
四
百
円
（
現
行
二

千
二
百
円
）
に
、
通
勤
が
不
便
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

す
る
支
給
月
額
を
、
自
転
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
と
き
は
四
千
七
百
円

　
（
現
行
四
千
五
百
円
）
、
片
道
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
と
き
は
六
千
四
百
円
（
現
行
六
千
百
円
）
、

片
道
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
と
き
は
八
千
二
百
円
（
現
行

七
千
八
百
円
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
な
お
、
交
通
機
関
等
と
自
転
車
等
を
併
用
し
て
通
勤
す
る
職

員
に
対
ナ
る
支
給
月
額
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

５
　
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
そ
の
支
給
日
を
基
準

　
日
か
ら
一
月
以
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
と
す
る
こ
と
。

６
　
非
常
勤
の
委
員
、
顧
問
、
参
与
等
に
支
給
す
る
手
当
に
つ
い

　
て
、
支
給
の
限
度
額
を
日
額
二
万
二
千
七
百
円
（
現
行
二
万
二



千
三
百
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

三
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

関
す
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
。

委
員
長
報
告

国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統

合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び
国
際
科
学
技
術
博
覧
会
政

府
代
表
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
一
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
一
一
、
一
一
　
内
閣
提
出

一
一
、
一
七
　
衆
可
決

一
一
、
二
八
　
参
可
決

要
旨

本
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
特
別
職

の
職
員
の
給
与
の
額
の
改
定
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
内
閣
総
理
大
臣
の
俸
給
月
額
は
百
五
十
八
万
円
（
現
行
百
五
十

　
五
万
円
）
と
し
、
国
務
大
臣
等
の
俸
給
月
額
は
百
十
五
万
二
千
円

　
（
現
行
百
十
三
万
円
）
、
内
閣
法
制
局
長
官
等
は
百
十
万
千
円
（
現

　
行
百
八
万
円
）
と
し
、
そ
の
他
政
務
次
官
以
下
の
俸
給
月
額
に
つ

　
い
て
は
、
九
十
三
万
八
千
円
か
ら
八
十
一
万
四
千
円
（
現
行
九
十

　
二
万
円
か
ら
七
十
九
万
八
千
円
）
の
範
囲
内
で
改
定
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
政
務
次
官
等
の
う
ち
国
会
議
員
か
ら
任
命
さ
れ
た
も

の
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
額
（
八
十
八
万
円
）

と
す
る
こ
と
。

二
、
大
使
及
び
公
使
の
俸
給
月
額
を
百
十
五
万
二
千
円
か
ら
六
十
万

　
三
千
円
（
現
行
百
十
三
万
円
か
ら
五
十
九
万
千
円
）
の
範
囲
内
で

　
改
定
す
る
こ
と
。

三
、
秘
書
官
の
俸
給
月
額
を
三
十
七
万
千
八
百
円
か
ら
十
八
万
二
千

　
二
百
円
（
現
行
三
十
六
万
四
千
五
百
円
か
ら
十
七
万
八
千
五
百
円
）

　
の
範
囲
内
で
改
定
す
る
こ
と
。

四
、
委
員
会
の
常
勤
委
員
及
び
非
常
勤
委
員
の
日
額
手
当
の
支
給
限



　
度
額
を
四
万
円
（
現
行
三
万
九
千
二
百
円
）
及
び
二
万
二
千
七
百

　
円
（
現
行
二
万
二
千
三
百
円
）
に
そ
れ
ぞ
れ
改
定
す
る
こ
と
。

五
、
国
際
科
学
技
術
博
覧
会
政
府
代
表
の
俸
給
月
額
を
九
十
二
万
八

　
千
円
（
現
行
九
十
一
万
円
）
に
改
定
す
る
こ
と
。

六
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。

七
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
特
別
職
の
職

　
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び
国
際
科
学
技
術
博
覧
会
政
府
代
表

　
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月

　
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統

　
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
一
一
、
一
一
　
内
閣
提
出

一
一
、
一
七
　
衆
可
決

一
一
、
二
八
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
防
衛
庁

　
職
員
の
給
与
の
月
額
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

　
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
事
務
次
官
、
参
事
官
、
書
記
官
及
び
部
員
に
適
用
さ
れ
る
参
事

　
　
官
等
俸
給
表
並
び
に
自
衛
官
に
適
用
さ
れ
る
自
衛
官
俸
給
表
の
俸

　
　
給
月
額
を
そ
れ
ぞ
れ
平
均
二
・
〇
％
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
二
、
防
衛
大
学
校
及
び
防
衛
医
科
大
学
校
の
学
生
に
支
給
す
る
学
生

　
　
手
当
の
月
額
を
五
万
七
千
九
百
円
（
現
行
五
万
六
千
九
百
円
）
に

　
　
増
額
す
る
こ
と
。

　
三
、
営
外
手
当
の
月
額
を
五
千
九
百
三
十
円
（
現
行
五
千
六
百
四
十

　
　
円
）
に
増
額
す
る
こ
と
。

　
四
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一

　
　
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統

　
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す



る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
九
十

八
回
国
会
閣
法
第
二
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

九
十
八
回
国
会
　
五
八
、
　
二
、
　
八
　
内
閣
提
出

三
、
一
八
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

衆
継
続
審
査

九
十
九
回
国
会

衆
継
続
審
査

百
　
　
回
国
会

一
一
、
一
七
　
衆
可
決

一
一
、
二
八
　
参
可
決

要
旨

　
本
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
艦
艇
の
就
役
、
航
空
機
の
取
得
及
び
防
衛
庁
中
央
指
揮
所
の
整

　
備
等
に
伴
い
、
自
衛
官
の
定
数
を
海
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
は
千
三

　
百
二
人
増
員
し
て
四
万
五
千
百
九
十
九
人
に
、
航
空
自
衛
隊
に
つ

　
い
て
は
六
百
三
十
人
増
員
し
て
四
万
六
千
八
百
三
十
四
人
に
、
統

　
合
幕
僚
会
議
に
つ
い
て
は
四
十
六
人
増
員
し
て
百
二
十
九
人
と
し
、

　
合
わ
せ
て
千
九
百
七
十
八
人
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と
し

　
て
の
自
衛
官
定
数
を
二
十
七
万
二
千
百
六
十
二
人
と
す
る
こ
と

　
（
防
衛
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）
。

二
、
自
衛
隊
の
予
備
勢
力
を
確
保
す
る
た
め
、
予
備
自
衛
官
の
員
数

　
を
陸
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
二
千
人
増
加
し
、
合
計
四
万
三
千
六
百

　
人
と
す
る
こ
と
（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）
。

委
員
長
報
告

　
　
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統

　
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
九
十
八
回
国
会

閣
法
第
二
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

九
十
八
回
国
会
　
五
八
、
　
二
、
　
八
　
内
閣
提
出

三
、
一
八
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

衆
継
続
審
査

九
十
九
回
国
会

衆
継
続
審
査

百
　
　
回
国
会

一
一
、
一
七
　
衆
可
決

一
一
、
二
八
　
参
可
決



要
旨　

本
案
は
、
任
期
制
自
衛
官
が
引
き
続
い
て
任
用
さ
れ
た
場
合
及
び

非
任
期
制
自
衛
官
と
な
つ
た
場
合
の
退
職
手
当
の
支
給
方
法
等
を
改

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
任
期
満
了
の
つ
ど
支
給
し
て
い
る
任
期
制
自
衛
官
の
退
職
手
当

　
を
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
、
そ
の
後
の
退
職
等
の
際
に
一
括
し
て

　
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二
、
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
ず
に
任
期
制
自
衛
官
か
ら
非
任
期
制

　
自
衛
官
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
全
勤
続
期
間
を
通
算
し
て
退
職
手

　
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

三
、
以
上
の
措
置
に
伴
う
退
職
手
当
の
支
給
に
関
し
、
必
要
な
規
定

　
を
定
め
る
こ
と
。

四
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲

　
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統

　
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統
合
等

を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
第
九
十
八
回
国
会
閣
法
第
五
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

九
十
八
回
国
会
　
五
八
、
　
三
、
三
一
　
内
閣
提
出

五
、
一
〇
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

衆
継
続
審
査

九
十
九
回
国
会

衆
継
続
審
査

百
　
　
回
国
会

一
〇
、
　
六
　
衆
可
決

一
〇
、
　
七
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

一
一
、
二
八
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
「
行
政
改
革
に
関
す
る
第
三
次
答

　
申
」
の
趣
旨
に
の
つ
と
り
、
公
的
年
金
制
度
の
再
編
・
統
合
の
一
環

　
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
共
済
組
合
制
度
と
公
共
企
業
体
職
員
の
共

　
済
組
合
制
度
と
を
統
合
し
、
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
長
期
給
付
の

　
給
付
要
件
等
を
国
家
公
務
員
に
係
る
長
期
給
付
の
給
付
要
件
等
に
合

　
わ
せ
、
国
鉄
共
済
組
合
に
係
る
年
金
の
円
滑
な
支
払
を
確
保
す
る
た

　
め
の
財
政
調
整
事
業
の
実
施
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で



あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
改
正

１
　
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度

　
を
、
次
に
よ
り
、
統
合
す
る
こ
と
。

（
1
）
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
題
名
を
国
家
公
務
員
等
共
済

　
組
合
法
（
以
下
「
改
正
後
の
法
」
と
い
う
。
）
に
改
め
る
こ
と
。

（
2
）
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
各
公
共

　
企
業
体
の
共
済
組
合
を
改
正
後
の
法
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら

　
れ
る
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）

　
と
す
る
こ
と
。

（
3
）
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
す
べ
て
の
組
合
を
も

　
つ
て
組
織
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
名
称
を
国
家
公
務
員
等
共

　
済
組
合
連
合
会
に
改
め
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
連
合
会
は
、
当
分
の
間
、
公
共
企
業
体
の
組
合

　
以
外
の
組
合
を
も
つ
て
組
織
す
る
も
の
と
し
、
連
合
会
が
行

　
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
長
期
給
付
の
事
業
等
の
う
ち
、
公
共

　
企
業
体
の
組
合
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
共
企
業

　
体
の
組
合
が
行
い
、
連
合
会
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
　
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
又
は
公
共
企
業
体
の
負

　
担
（
事
業
主
負
担
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
拠

　
出
時
負
担
を
給
付
時
負
担
へ
変
更
す
る
こ
と
。

３
　
国
家
公
務
員
に
係
る
定
年
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
定
年
等
に

　
よ
る
退
職
を
し
た
者
の
う
ち
、
退
職
年
金
又
は
通
算
退
職
年
金

　
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
者
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
も

　
の
に
対
し
て
、
特
例
退
職
年
金
を
支
給
す
る
等
の
特
例
措
置
を

　
講
ず
る
こ
と
。

４
　
長
期
給
付
に
係
る
財
政
調
整
事
業
を
、
次
に
よ
り
、
実
施
す

　
る
こ
と
。

（
1
）
連
合
会
及
び
公
共
企
業
体
の
組
合
は
、
当
分
の
間
、
国
鉄

　
共
済
組
合
の
年
金
の
円
滑
な
支
払
を
確
保
す
る
た
め
、
長
期

　
給
付
財
政
調
整
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
2
）
連
合
会
に
、
学
識
経
験
者
並
び
に
連
合
会
及
び
各
公
共
企

　
業
体
の
組
合
を
代
表
す
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
長
期
給
付

　
財
政
調
整
事
業
運
営
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
3
）
（
2
）

の
委
員
会
は
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
、
昭
和
六
十

　
年
度
以
後
に
お
け
る
長
期
給
付
財
政
調
整
事
業
の
運
営
に
関

　
す
る
五
箇
年
計
画
を
定
め
る
ほ
か
、
長
期
給
付
財
政
調
整
事

　
業
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
。

二
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
の
改
正

１
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
国
家
公
務



　
　
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
の
題
名
を
国
家

　
　
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
以
下

　
　
　
「
改
正
後
の
施
行
法
」
と
い
う
。
）
に
改
め
る
こ
と
。

　
２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前

　
　
日
に
公
共
企
業
体
の
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
り
、
施
行
日
以

　
　
後
引
き
続
き
改
正
後
の
法
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
で
あ
る
も
の

　
　
（
以
下
「
移
行
組
合
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が

　
　
公
共
企
業
体
の
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
間
、
改
正
後
の

　
　
法
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
で
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す

　
　
る
ほ
か
、
移
行
組
合
員
に
係
る
長
期
給
付
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
　
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
。

三
、
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
改
正

　
　
公
共
企
業
体
の
職
員
で
二
十
年
以
上
勤
続
し
て
退
職
し
た
も
の

　
に
対
す
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
の
三
％
の
減
額
措
置
を
廃
止
す
る

　
こ
と
。

四
、
既
裁
定
年
金
の
取
扱
い

　
１
　
施
行
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済

　
　
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
年
金
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
施

　
　
行
日
の
前
日
に
お
い
て
消
滅
す
る
も
の
と
し
、
当
該
年
金
を
受

　
　
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
法
の
規
定

　
　
に
よ
る
年
金
に
相
当
す
る
年
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
２
　
１
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
年
金
の
額
は
、
改
正
後
の

　
　
法
又
は
改
正
後
の
施
行
法
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
金
額
と

　
　
す
る
こ
と
。

　
３
　
２
に
よ
り
算
定
し
た
年
金
の
額
が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て

　
　
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
た
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法

　
　
の
規
定
に
よ
る
年
金
の
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
従
前
の
年
金

　
　
額
を
も
つ
て
そ
の
年
金
の
額
と
す
る
こ
と
。

五
、
施
行
期
日

　
　
施
行
日
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
一
の
３
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日

　
か
ら
、
一
の
２
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
六
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制

　
度
の
統
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を

　
改
正
す
る
法
律
案
は
、
第
九
十
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
、
衆
議
院
に



お
い
て
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
内
容
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、

公
的
年
金
制
度
の
再
編
・
統
合
の
一
環
と
し
て
、
国
家
公
務
員
と
公

共
企
業
体
職
員
の
共
済
組
合
制
度
と
を
統
合
し
、
公
共
企
業
体
職
員

の
長
期
給
付
の
給
付
要
件
等
を
国
家
公
務
員
に
合
わ
せ
、
国
鉄
共
済

年
金
の
円
滑
な
支
払
い
を
確
保
す
る
た
め
の
財
政
調
整
事
業
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
国
ま
た
は
公
共
企
業

体
の
負
担
を
拠
出
時
負
担
か
ら
給
付
時
負
担
へ
変
更
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
に
つ
い

て
、
公
共
企
業
体
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
減
額
措
置
の
規
定
を

廃
止
す
る
ほ
か
、
国
家
公
務
員
の
定
年
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
退
職

し
た
者
に
対
す
る
長
期
給
付
の
特
例
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
律
案
提
出
の
意
義
、
公
的
年
金

制
度
一
元
化
の
具
体
的
内
容
と
改
正
手
順
、
国
鉄
年
金
財
政
悪
化
の

原
因
と
国
の
責
任
、
三
公
社
の
経
営
形
態
変
更
と
年
金
制
度
適
用
と

の
関
係
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
小
野
理
事
よ
り
反
対
、
民
社
党
・
国
民
連

合
を
代
表
し
て
柄
谷
委
員
よ
り
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
内

藤
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日

本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
及
び
民
社
党
・
国
民
連
合
の
共
同

提
案
に
係
る
公
的
年
金
一
元
化
の
将
来
像
の
明
示
を
求
め
る
等
五
項

目
の
附
帯
が
多
数
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
は
、
第
一
に
、
艦
艇
の
就
役
、
航
空
機
の
取
得
及
び
防
衛
庁
中
央

指
揮
所
の
整
備
等
に
伴
い
、
自
衛
官
の
定
数
を
海
上
自
衛
隊
千
三
百

二
人
、
航
空
自
衛
隊
六
百
三
十
人
、
統
合
幕
僚
会
議
四
十
六
人
、
合

わ
せ
て
千
九
百
七
十
八
人
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
の

自
衛
官
定
数
を
二
十
七
万
二
千
百
六
十
二
人
と
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
第
二
に
、
自
衛
隊
の
予
備
勢
力
を
確
保
す
る
た
め
、
予
備

自
衛
官
の
員
数
を
陸
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
二
千
人
増
加
し
、
合
計
四

万
三
千
六
百
人
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
第
九
十
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
防
衛
庁
職
員
給
与
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
任
期
満
了
の
都
度
支
給
し
て
い
る
任

期
制
自
衛
官
の
退
職
手
当
を
退
職
の
際
に
一
括
し
て
支
給
す
る
こ
と



が
で
き
る
よ
う
に
改
め
る
と
と
も
に
、
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
ず

に
任
期
制
自
衛
官
か
ら
非
任
期
制
自
衛
官
と
な
り
退
職
に
至
っ
た
場

合
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
し
、
必
要
な
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
法
律
案
を
一
括
し
て
審
査
し
、

自
衛
隊
に
お
け
る
定
員
管
理
の
あ
り
方
、
極
東
軍
事
情
勢
の
認
識
、

地
位
協
定
と
い
わ
ゆ
る
思
い
や
り
負
担
と
の
関
係
、
日
米
共
同
作
戦

の
研
究
及
び
訓
練
状
況
、
有
事
法
制
研
究
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願

い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
両
案
に
つ
い
て
質
疑
終
局
を
諮
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
内
藤
委
員
よ

り
質
疑
を
継
続
す
る
こ
と
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
否
決
さ

れ
、
質
疑
終
局
が
多
数
を
も
っ
て
決
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て

小
野
理
事
よ
り
防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
改
正
案
に
つ
い
て
反

対
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
太
田
委
員
よ
り
防
衛
庁
設
置

法
及
び
自
衛
隊
法
改
正
案
に
つ
い
て
反
対
、
防
衛
庁
職
員
給
与
法
改

正
案
に
つ
い
て
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
内
藤
委
員
よ
り
防

衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
改
正
案
に
つ
い
て
反
対
、
防
衛
庁
職
員

給
与
法
改
正
案
に
つ
い
て
は
棄
権
す
る
旨
の
発
言
が
そ
れ
ぞ
れ
な
さ

れ
ま
し
た
。

　
順
次
採
決
の
結
果
、
両
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
給
与
関
係
三
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
は
、
去
る
八
月
五
日
付
の
人
事
院
勧
告
を
政
府
と
し
て
検
討
し
た

結
果
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
平
均
二
％
の
改
定
を
行
い
、
そ
の
配
分

に
つ
い
て
は
勧
告
の
趣
旨
に
沿
っ
て
措
置
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た

め
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
及
び
国
際
科
学
技
術
博
覧

会
政
府
代
表
の
設
置
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
特
別
職
の
職
員
の

俸
給
月
額
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
定
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
が
、
政
務
次
官
等
の
う
ち
、
国
会
議
員
か
ら
任
命
さ
れ
た
者
の

俸
給
月
額
は
、
な
お
当
分
の
間
八
十
八
万
円
に
据
え
置
く
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

　
防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
一
般
職
の

職
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
防
衛
庁
職
員
の
俸
給
月
額
等
に
つ
い
て

所
要
の
改
定
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
三
法
律
案
を
一
括
し
て
審
査
し
、



二
％
改
定
の
根
拠
、
人
事
院
勧
告
と
労
働
基
本
権
と
の
関
係
、
今
後

の
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
の
方
針
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　
な
お
、
丹
羽
総
理
府
総
務
長
官
よ
り
、
五
十
九
年
度
の
人
事
院
勧

告
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
俸
給
表
等
の
勧
告
内
容
を
尊
重
し
た

完
全
実
施
に
向
け
て
最
大
限
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
旨
の
発
言

が
あ
り
ま
し
た
。

　
三
案
に
つ
い
て
質
疑
終
局
を
諮
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
内
藤
委
員
よ

り
質
疑
を
継
続
す
る
こ
と
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
否
決
さ

れ
、
質
疑
終
局
が
多
数
を
も
っ
て
決
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
次
い
で
三
案
一
括
し
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会

党
を
代
表
し
て
小
野
理
事
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
峯
山

委
員
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
内
藤
委
員
、
民
社
党
・
国
民
連
合

を
代
表
し
て
柄
谷
委
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

　
順
次
、
採
決
の
結
果
三
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
地
方
行
政
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

8

個
人
の
住
民
税
に
係
る
地
方
税
法
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
案

五
八
、
一
〇
、
二
八

　
　
五
八
、
一
一
、
一
七

受
　
　
　
領

五
八
、
一
一
、
二
二

五
八
、
一
一
、
二
四

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
二
八

可
　
　
決

五
八
、
一
〇
、
二
八

五
八
、
一
〇
、
三
一

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
一
七

可
　
　
決




